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1. 連 携 協 定 書 に つ い て  

（ １ ）  連 携 協 定 書 に つ い て  

問１  協 定 書 の 内 容 は 変 更 し て も よ い で す か。 

原則できませんが、変更を希望する場合は事務局に御相談ください。 

問２  送 付 は 宅 配 便 で 良 い で す か  

信書となりますので、郵便でお願いいたします。 

（ ２ ）  収 入 印 紙 に つ い て  

問３  収 入 印 紙 は 貼 ら な け れ ば い け ま せ ん か  

収入印紙は印紙税支払いのためのもので、「契約書」「領収書」等の文書に対して課される税金です。

詳しくは国税庁の HP などをご覧いただくか、最寄りの税務署（電話相談センター）にお尋ねくださ

い。地方公共団体（市町村等）以外のすべての団体が対象となります。 

問４  収 入 印 紙 に は 割 印 （ 消 印 ） が 必 要 で す か  

必須です。収入印紙が使用済みであることを証明するものです。消印は作成者、代理人、使用人、従業

者の印章（シャチハタ可）又は署名で構いません。収入印紙と文書にまたがるように、押印またはボー

ルペン等で署名してください。なお、幣機構は印紙税法第 5 条第 2 項別表 2 より規定されている印紙税

法の非該当法人となっており、印紙は貼付いたしませんので、ご了承願います。 

問５  収 入 印 紙 代 は 経 費 と し て 計 上 で き ま す か  

可能です。費目は「その他」としてください。  
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2. 予 算 書 に つ い て  

（１）  予算書について  

問７  他 に 予 算 を 確 保 し て い る 事 業 も あ る た め 、 計 画 する 活 動 の 予 算 を す べ て記 載 す る と 、合

計 金 額 が 200 万円 （ 採 択 １ ～２ 年 目 ） ま たは 400 万円 （ 採択 ３ 年 目 ） を こ え て し ま い ま

す 。  

活動内容のどの項目が本事業でお支払いする分かわかるよう、備考などで記載してください。 

問８  見 積 も り を こ れ か ら と る た め 、 正 確 な 金 額 が わ かり ま せ ん 。 ま た は 、 視察 を 想 定 し てい

ま す が 、 行 先 が 決 ま っ て い な い た め 金 額 が わ か り ませ ん 。  

想定しているおおよその金額を記入してください。 

問９  年 度 途 中 で 見 直 し を 行 っ た た め 、 提 出 し た 予 算 書と 金 額 が 変 更 に な り まし た 。 都 度 提出

す る 必 要 が あ り ま す か 。  

数十万円～百万円単位で異なる場合は再提出をお願いいたします。数万円であれば、特に必要ございま

せん。 
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3. 経 理 処 理 に つ い て  

（１）  事業費の支払いについて  

問１０ 年 に 何 回 か の 都 度 払 い を お 願 い し た い の で す が 可 能で す か 。  

中間払い（9 月末、12 月末）は可能です。都度払いはできません。手順に則って手続きをお願いいたし

ます。 （経理処理マニュアル p24） 

問１１ 請 求 書 送 付 後 、 ど の く ら い で 口 座 に 振 り 込 ま れ ま すか 。  

 経理担当に請求書が到着後、９月末、12 月末、３月末にお振込みいたします。 

問１２ 3 月末 の 請 求 書 の 支 払 い が ４月 に な っ て しま い ま すが 経 費 と し て計 上 で き ま す か 。  

経費計上期間は原則３月 14 日までですが、例外として、人件費・賃金・リース・レンタル料等、経理処

理の都合上、期間中の支払が困難なものに関しては、支払条件を記載した契約書と請求書等をもって経

費として認められます。（経理処理マニュアル p3）なお、この場合は、令和７年３月 31 日までにかか

った経費を計上いただき、問題ありません。 

問１３ 振 込 口 座 は 、 団 体 名 義 の も の で は な く て も 良 い で すか 。 （ 個 人 ・ 他 団 体 等）  

問題ありません。団体名義の口座ではない理由をメールにて経理担当にお知らせください。 

 

（２）  提出書類について  

問１４ 精 算 報 告 書 な ど の 提 出 書 類 に 様 式 は あ り ま す か 。 また そ れ は ど こ で 入 手 でき ま す か 。  

様式は、「様式 1～3_精算報告書・経費内訳書・請求書」（Excel ファイル）です。 

メールにて送付いたします。 

問１５ 精 算 報 告 書 の 提 出 期 限 は い つ ま で で す か 。  

令和７年３月 14 日（金）です。 

問１６ 総 額 が  200 万円 （ 採 択 １ ～ 2 年目 ） 、 ま た は 400 万円 （ 採 択 3 年 目 ） を超 え て い ま

す 。 年 度 末 に 提 出 す る 経 費 内 訳 書 と 請 求 書 の 記 載 内容 は ど う な り ま す か 。  

お支払いできる事業費は税込み 200 万円（採 択 １ ～ 2 年 目） 、または 400 万円（採 択 3 年 目）ま

でです。合計額が 200 万円（400 万円）を超過した場合、 
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 ・ 経費内訳書の記載額 →事業費の合計額（200 万円超（400 万円超）の金額） 

 ・ 精算払請求書の記載額→200 万円（400 万円） 

としてください。 

問１７ 支 払 い を 証 明 す る 証 拠 書 類 は 原 本 で な け れ ば い け ませ ん か 。  

原本ではなく控えで結構です。PDF をご送付ください。ただし、個人宛の振込の場合には、証拠書類の

原本をご送付ください。 

問１８ 業 務 日 誌 の 様 式 は 決 ま っ て い ま す か 。  

以下の内容が網羅されていれば、様式は問いません。 

   ・従事した担当者の所属先と氏名 

   ・従事時間・具体的な作業内容  

必要であれば、様式フォーマットをお送りしますので経理担当にご連絡ください。 

問１９ 業 務 日 誌 に 管 理 者 の 押 印 が 必 要 で し ょ う か 。 今 年 から 組 織 の ル ー ル が 変 わり 、 押 印 の

必 要 が な く な り ま し た 。  

各 団 体 の 社 内 規 程 ・ ル ー ル に 則 っ て い た だ い て 結 構で す 。  

 

（３）  消耗品費について  

問２０ 5 万円 未 満 の 物 品 の 購 入 は 可能 で す か 。   

問題ありません。取得価格が 5 万円未満（税込）のものは消耗品にあたります。消耗品はその使途を明

らかにするため、購入時・納品時において、本事業用に厳格に区分して管理することが必要ですので御

留意ください。  

事業終了後に財産となるような 5 万円を超える備品購入や施設整備費は経費として認められません。

（経理処理マニュアル p3）  

 

（４）  人件費について  

問２１ 人 件 費 は ど の よ う に 求 め た ら よ い で す か 。  

時間単価に作業時間をかけて算出します。 （経理処理マニュアル p5） 
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問２２ 人 件 費 時 間 単 価 は ど の よ う に 求 め た ら よ い で す か 。  

以下 2 つの単価のどちらかが認められます。 

   ① 受託単価：単価規程等で定められている単価 

   ② 実績単価：（事業期間内の総支給額）÷理論総労働時間 

（経理処理マニュアル p5） 

問２３ 作 業 時 間 は ど の よ う に 求 め た ら よ い で す か 。  

実際に従事したことを証する業務日誌を作成してください。そこから従事作業時間を算出します。 

 （経理処理マニュアル p9） 

問２４ 人 件 費 を 計 上 し た い の で す が 、 兼 務 を し て い ま す 。現 在 、 勤 務 時 間 、 日 にち で 分 け て

作 業 し て い ま す が 、 勤 務 簿 管 理 で 作 業 時 間 を 積 み あげ る 方 法 で よ ろ し い でし ょ う か 。  

勤務簿管理で作業時間を積みあげる方法でかまいません。 

 

（５）  旅費について  

問２５ 旅 費 の 計 算 は 自 社 の 社 内 規 程 に 則 っ て 良 い で す か 。   

各団体の社内規程に則っていただいて結構です。 （経理処理マニュアル p11） 

問２６ 旅 費 の 社 内 規 程 が な い の で 実 費 を 計 上 し ま す 。 ど のよ う に 証 憑 を と る の がよ い で す

か 。  

 特急券・新幹線、⾧距離バス、航空券、レンタカー費用（燃料費含む）については領収書が必要です。

また宿泊費についても領収書が必要となります。 （経理処理マニュアル p12） 

問２７ 主 に 近 距 離 交 通 費 の 経 路 と 経 費 の 確 認 と し て 、 WEB の路 線 情 報 等 を 使 用し て も 良 い で

す か 。   

問題ありません。 

問２８ 1 回の 出 張 旅 費 の う ち 、 交 通費 の み や 宿 泊費 の み など 部 分 的 な 精算 は 可 能 で す か 。   

他業務と兼ねている出張などの場合において可能です。 

問２９ 自 家 用 車 を 使 用 し た 場 合 、 ど の よ う に 費 用 を 計 上 すべ き で す か 。   

自家用車使用の際にはガソリン代を計上するか、始点と終点、走行距離がわかる資料を整理し、車賃

（37 円/km）で計算し、計上してください。 （経理処理マニュアル p11） 
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問３０ 出 張 報 告 書 や 旅 費 精 算 書 は 決 ま っ た 書 式 が あ り ま すか 。   

出張報告書や旅費精算書に決まった形式はありません。各活動団体それぞれの様式で提出をお願いしま

す。 

問３１ タ ク シ ー を 使 用 し ま し た （ 高 速 代 込 ） 。 経 費 と し て認 め ら れ ま す か 。  

明確かつ妥当性のある理由の場合は認められます。証憑のメモ欄等に理由を記載してください。 

 

（６）  会議費・謝金について  

問３２ 講 師 に よ る 講 演 会 を 予 定 し て い ま す 。 講 師 等 へ の 謝金 は 事 業 費 に 計 上 で きま す か 。  

可能です。（経理処理マニュアル p15） 

問３３ 講 師 に よ る 講 演 会 を 予 定 し て い ま す が 、 謝 金 に つ いて の 内 規 が あ り ま せ ん。 先 方 か ら

の 見 積 の 金 額 を 採 用 し て も 良 い で す か 。  

見積の金額で問題ありません。ただし、社会通念に照らして著しく高額な金額ではないことをご確認く

ださい。 

問３４ 講 師 の 交 通 費 は 、 謝 金 に 含 め ら れ ま す か 、 旅 費 と して 別 扱 い と な り ま す か。  

講師の交通費は、謝金としてまとめて計上して問題ありません。内訳を明らかにし、旅費分に関しては

各団体の内規に則るか、金額の根拠となる証書を添付してください。 
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（７）  委託料について  

問３５ 参 加 団 体 が 業 務 を 委 託 す る 際 、 委 託 料 の 前 払 い は 可能 で す か 。  

前払いは不可です。 

問３６ 事 業費 200 万円 （ 採 択 １ ～ 2 年目 ） 、 ま た は 400 万円 （ 採 択 3 年 目 ） を 全 額 委 託 料 と

し た い が よ い で す か 。  

問題ありませんが、本事業の目的に鑑み、適切な委託内容となるようご配意ください。 

問３７ 事 業 費 全 体 に 対 す る 委 託 料 の 割 合 は  50%以下 に し な け れ ば い け な い な ど 、制 限 は あ り

ま す か 。  

委託料の割合の制限はありません。 

問３８ 委 託 を 随 意 契 約 で お 願 い し て い い で し ょ う か 。  

問題ありません。 適切な理由があり、社会通念に照らして著しく高額でなければ大丈夫ですが、選定理

由書の作成・提出をお願いいたします。（経理処理マニュアル p21） 

問３９ 専 門 家 と し て 大 学 に 共 同 研 究 の 委 託 を し た い と 考 えて い ま す が 、 大 学 へ の委 託 は 可 能

で す か 。  

大学への委託は可能です。委託・共同研究ならびに請求根拠に係る資料について、漏れなくご準備くだ

さい。 

問４０ 委 託 を し た い で す が 、 同 様 の 業 務 を 行 っ て い る 業 者が 地 域 に な い た め 、 見積 が 複 数 社

分 取 れ ま せ ん 。  

1 社に委託せざるを得ない理由が有れば、合見積がなくても結構です。選定理由書等で代用できます。 

問４１ 現 在 、 当 町 か ら 事 業 者 Ａ へ 委 託 し て お り ま す が 、 Ａが 他 の 事 業 者 Ｂ へ 再 委託 す る こ と

は で き ま す で し ょ う か 。 例 ： 事 業 者 Ａ が デ ザ イ ン を開 発 、 商 標 登 録 に つ いて Ａ か ら Ｂ （司

法 書 士 な ど ） へ 委 託  

可能です。再委託の内容、経緯等を説明できるように書類の準備をお願いいたします。 
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（８）  その他  

問４２ 視 察 先 へ の 手 土 産 品 購 入 費 は 計 上 で き る で し ょ う か。  

手土産代金は計上できません。 

問４３ 飲 食 を 伴 う 打 合 せ や 研 修 等 を 実 施 し た 場 合 、 そ の 飲食 費 は 経 費 清 算 の 対 象に な り ま す

か 。   

打合せ等が昼をまたぐ場合のお弁当代、お茶代などは計上が可能です。（経理処理マニュアル p15） 

問４４ 飲 食 を 伴 う 打 合 せ や 研 修 等 を 実 施 し た 場 合 、 ア ル コー ル 代 金 は 計 上 可 能 です か 。   

アルコール代金は計上できません。  

問４５ 間 接 経 費 を 計 上 し て よ い で す か 。   

間接経費は計上できません。 

問４６ ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 立 替 等 は 問 題 あ り ま せ ん か。   

問題ありません。 

問４７ 領 収 書 の 宛 名 は ど の よ う に 記 載 し て も ら え れ ば 良 いで す か 。   

領収書の宛名は、支払いを行う貴団体（活動団体 or 中間支援主体）名としてください。 

問４８ 全 体 に 関 連 し 、 消 費 税 は ど の よ う に 考 え た ら よ い でし ょ う か 。  

本事業でお支払いできるのは消費税込みの 200 万円（ 採 択 １ ～ 2 年 目 ） 、または 400 万円（採択 3 年

目）が上限となります。 （経理処理マニュアル p22） 

問４９ WEB 上で 開 催さ れ る 勉 強 会 参 加 の た め に WI-FI 環境 が 必 要 で す 。 年 間 契 約 を し た い

の で す が 、 事 業 費 と し て 計 上 で き ま す か 。   

計上可能です（通信運搬費）。 

ただし、年間使用料のうち当該業務の事業期間中（令和７年３月 31 日まで）に該当する費用のみの計上

としてください。また、当該業務以外の目的のために使用しないようにご留意ください。 

なお、精算報告は令和７年 3 月 14 日までにお願いいたします。（経理処理マニュアル p3）証憑として

は、①契約時内容がわかるもの、②カード支払い明細等があれば証明が可能です。 
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問５０ WEB 会議 を 開 催 す る た め に 、 ZOOM の有 償 版 を 契 約し た い で す 。 ど の よ うに 精 算 す る

べ き で す か 。 （ ド ル 建 て ・ 年 間 契 約 の 場 合 ）  

年間に支払った金額の内、当該業務の事業期間中（令和７年 3 月 31 日まで）の分を計上してくださ

い。例えば、10/1 からの 1 年間であれば、年間契約金額のうち、10/1~3/31 までの分を月割り計算し

ます。ただし、精算報告は令和７年 3 月 14 日までにお願いいたします。（経理処理マニュアル p3） 

証憑としては、①契約時内容がわかるもの、②カード支払い明細等 があれば証明できます。 

ドルから円への換算も、カード支払い明細にて証明が可能です。 

問５１ 振 込 手 数 料 は 計 上 で き ま す か 。  

可能です。各支払項目の表の中に、振込金額も記載してください（本体の記載とは分けて頂けるとわか

りやすいです）。費目は「その他」としてください。 

問５２ 年 度 内 の 早 い 時 期 に 200 万円 （採 択 １ ～ 2 年 目 ） 、 また は 400 万円 （採択 3 年目）を 使

い 切 っ た 場 合 、 そ の 時 点 で 精 算 報 告 を す る こ と は 可能 で す か 。  

可能です。書類が整い次第、手順に則り精算報告をお願いします。ただし、支払は中間払いの９月末、

12 月末とさせていただきます。 

問５３ ホームページを作成したい。業者への委託費を経費として認められるか。 

可能です。ただし、「本事業の活動に要する費用」という認識にて業務委託をお願い申し上げます。な

お、ホームページのコンテンツは地域づくりの活動のために作成し、地域プラットフォームに参加する

すべての方に開放されたものとしてください。活動企業・団体の宣伝になるようなものや、閉じたコン

テンツは、本事業の目的とそぐいません。 

 


